
市川市立冨貴島小学校 学校・学年だより 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全への配慮から児童の下校時刻は掲載していません。紙面にてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校ホームページ 

努力のつぼ 

６月１９日（木）の授業参観。子どもたちのがんばる様子を見ていただけたと思います。ど

うもありがとうございました。 

さて、４月のことになりますが、子どもたちに「努力のつぼ」という話をしました。こんな

話です。例えば逆上がりができるようになりたいと願う時、「努力のつぼ」をもらいます。逆

上がりの練習をするとこのつぼに水が入っていきます。練習を繰り返し行い、つぼから水があ

ふれた時に逆上がりができるようになるのです。このお話で気をつけなければいけないのは、

このつぼの形や大きさがわからないということです。それ故、あとどれだけ水を入れるとでき

るようになるのか自分にはわからないのです。だから今は練習をがんばっているけれど本当に

できるようになるのか不安になってしまいます。 

このお話で子どもたちに伝えたいのは、がんばることの大切さだけではありません。本当に

伝えたいのは、何か不安なことがあったとしてもそれを乗り越える強さの大切さです。子ども

には生まれて初めて挑戦することが多いと思います。ですから、できるかどうか不安になるこ

とがいっぱいです。できない時のことを考えると怖いからやらない、がんばっていたけれどゴ

ールが見えないので途中でやめてしまう。そんな子どもたちの不安な気持ちを少しでも楽にさ

せてあげたい、その思いでこの話をしています。 

４月から約３か月。子どもたちは色々なことにチャレンジしてきました。今、学校では担任 

と子どもとで教育相談を行っています。そして７月からは保護者の方と面談をさせていただき

ます。これまでの子どものがんばりを認めると同時に今後の成長を促す良い機会としたいと考

えています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

       

７月号 No ４  

令和７年６月２７日 

【お知らせとお願い】 

〇７月７日（月）～１１日（金）まで、個人面談が行われます。１０分間という限られた時間ですので、

ご質問がございましたら、連絡帳等であらかじめ担任までお知らせいただけると幸いです。 

〇夏休み期間は、７月２２日～８月３１日です。詳細につきましては、後日配付される「夏休みのしお

り」をご覧ください。９月１日（月）が、始業式となります。 

〇夏休み前に、学習用具を持ち帰ります。担任より連絡がありましたら、手提げのご用意をお願いいた

します。また、学習用具（絵具セット、習字セット、お道具袋など）は、夏休み中に点検、補充をお

願いいたします。絵具セットのパレットや習字セットのすずりなどは、洗ってきれいにしてください。 

 

【７月の予定 】 全学年共通ではない行事には学年を入れます 
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4年クリーンセンタ

ー見学 

クラブ活動 

ＰＴＡ運営委員会 

学校徴収金引き落とし日 

6年陶芸教室  

図書ボランティア読み聞

かせ 

 
  

 
 

７ ８ ９ １０ １１ 

個人面談機関 短縮５

時間～1１日まで  

 

 

2年人権教室 

 

 

 

スクールカウンセラー

相談日 

 

     

１４ １５ １６ １７ １８ 

 ６年着衣水泳 給食最終日 短縮３時間 

大掃除 

夏休みを迎える会 

     

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

海の日 

夏季休業 

   26日土曜日 

ふきじま夏まつり 

～８月３１日      

※県のスクールカウンセラーの相談日は１０日（木）になります。また、９月以降の日程ですが、

９月２５日（木）、１０月９日（木）、３０日（木）、１１月１３日（木）、１１月２７日（木）、１

２月１１日（木）を予定しております。時間につきましては後日お知らせいたします。相談を希

望の方は教頭までお願いいたします。 

 

Ｐ 

水泳学習について 
今年度の水泳学習は、６月１６日（月）より開始しました。どの学年も安全に気をつけて、子ど

もたちが楽しく、達成感をもって活動できるように工夫しながら取り組んでいます。 

子どもたちの安全を確保するため、水泳学習の始まる前時間ごとに、水質検査、水温、気温、暑

さ指数を測定しています。もし、暑さ指数が３１℃を超すと熱中症厳重警戒を超え、「運動は原則

禁止」となり、プールに入ることができません。文部科学省の学習指導要領には、各領域の偏りが

ないように授業時数を配当するように示されており、市川教育委員会の年間指導計画では、水泳

学習は１０時間程度実施するように記されています。そのため、回数にすると５回程度となりま

す。天候等で入ることができない場合は、学年間で調整をしたり、予備日を利用したりするなど

回数をしっかりと確保していきます。また回数が限られていますので、できるだけ見学にならな

いよう、プールカード等の準備や健康管理を引き続きお願いいたします。 

７月の水泳学習も、子どもたちにとって充実した学習になるように指導してまいります。ご理

解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 


